
福井県出身学生等交流会開催事業業務委託仕様書 

 

１ 委託事業の概要 
（１） 福井県出身学生を集めた交流会の開催（県外開催） 

（２） インターンシップ参加学生交流会および県外コミュニティ形成・交流

拡大事業 

 

２ 業務の目的、内容 

（１）福井県出身学生を集めた交流会の開催 

① 目的 

就職活動の早期化に伴い、大学在学中の早い段階から進路選択を意識し始め

る学生が増加していることを踏まえ、就職活動を始める段階にある学生や、県

内就職と県外就職で迷っている学生を対象に、県内で働く社会人との交流機会

や福井とのつながりを持つきっかけの場を提供し、Ｕターン就職への動機づけ

を行うことにより、Ｕターン就職を促進する。 

 

② 概要 

・ 福井へのＵターン就職を決めた４年生や県内企業で働く先輩社会人をアド

バイザーに迎えた交流会を開催する。 

・ 大学生活および就職活動に関することや暮らし方、働き方について自由に

意見交換を行う。 

・ 福井県出身学生や県外出身学生を集めた交流会を開催する。 

・ 福井県を認知させ、学生集客を図るため、キャリア選択に資するコンテンツ

を提供する。 

 

③ 開催場所 

・ 開催場所と回数は次のとおりとする。 

(a)原則として東京都、大阪府、京都府、愛知県、石川県において１回以上開

催すること。 

(b)学生、企業とも対面形式での参加とすること。 

 

④ 参加ゲスト 

ア 先輩社会人 

・ 福井へＵターン就職をした概ね入社５年以内の社会人とすること。 

・ 上記条件以外のゲストとする場合は別途、県と協議すること。 

 



イ 参加先輩学生 

・ 福井へのＵターン就職を決めた大学４回生 

ウ 参加者数 

・ アもしくはイを１回あたり２人以上とすること。 

 

⑤ 対象者（参加者） 

・ 主に都市部に在籍する福井県出身学生 

・ 福井県出身学生の友人など県外出身学生の参加も可とする。 

・ 進路選択を具体的に検討し始めた学生や将来の進路について迷いのある

学生を対象とする。 

 

⑥ 集客目標 

・ １回あたり１５人程度 

 

⑦ 開催内容 

・ 本事業の趣旨に沿ったイベント名を提案すること。 

・ 福井へのＵＩターン意識の醸成を中心とし、就職活動に役に立つ内容や、福

井県での就職活動を検討するきっかけとなる企画を提案すること。 

・ 参加学生が発言しやすい場となるような工夫を提案すること。 

・ 飲食を伴う企画も可能とするが、その場合、食糧費は委託料に含むものと

し、学生および参加企業の若手社員の参加費は無料とすること。（企業側の

参加者が１名／社以上いる場合は、企業に負担を求めることも可とする） 

・ 開催場所は会議室、飲食店、フリースペースなど学生が参加しやすい立地と

すること。また学生のニーズに合った会場を選定し、提案すること。 

・ 県の学生就職支援策について説明する機会を設けること。 

・ 参加する学生に対し今後、県イベント等の周知ができるよう、福井県の学生

就職支援サービス（２９１ＪＯＢＳ新卒）に登録するよう促すこと。 

 

⑧ 企画・運営等 

・ 準備段階において県との連絡調整の窓口となり、業務を取り仕切る者とし

て業務責任者を１名以上配置すること。 

・ 開催にあたっては、当日の運営に支障がないよう、適正にスタッフを配置す

ること。なお、イベント進行スタッフ（ファシリテーター）を配置すること。 

・ 学生目線の意見を取り入れること。 

・ 開催日時、開催場所、開催方法等の決定にあたっては、事前に県担当者と協

議を行い県担当者の同意を得ること。 

 



・ 参加企業の決定にあたっては、事前に県担当者と協議を行うこと。協議に先立

ち、受託者は、参加企業の候補者を挙げること。 

・ 参加企業については、例年採用実績のある企業とすること。 

・ 参加企業等との連絡調整はすべて受託者が行うこと。 

・ 参加先輩学生の決定にあたっては、事前に県担当者と協議を行うこと。協議

に先立ち、受託者は、参加先輩学生の候補者を挙げること。なお、参加先輩

学生には謝金を支払うこと。 

・ 会場の予約、設営、撤去および当日の運営はすべて受託者が行うこと。 

・ レジュメなど、開催に必要な資料はすべて受託者が準備すること。 

・ 参加者の属性（（大学（院）、学部、学年、学校所在地）を集計の上、県担当

者に報告すること。 

・ 参加者に対するアンケートを配布、回収、集計すること。なお、アンケート

の内容は県と協議のうえ受託者が作成すること。 

・ 事故、急病等の緊急事態が発生した場合には、受託者の責任のもと、救急車

の手配等適切な措置を講じること。 

・ イベントの様子を写真撮影し、電子データを県に提出すること。 

 

⑨ 広報 

・ チラシを作成の上、効果的な配布方法を提案し、実施すること。なお、チ

ラシの内容は事前に県と協議の上、決定すること。 

・ その他 SNS広告など集客目標数を達成するよう、最も有効な広報手段を提

案し、実施すること。 

・ 必要に応じて県外で活動する福井県出身学生グループとの連携（SNS 等で

の情報発信）や、就職協定校との連携（キャリアセンターから学生に周知

等）を行うこと。 

・ 県が所有する福井県内の高等学校を卒業した県外の学生等（約２，０００

人）の住所（実家）宛てに郵便物を送付することも可能であるが、これに

係る費用はすべて受託者が負担すること。 

 

 

 

（２）インターンシップ参加学生交流会および県外コミュニティ形成・交流拡

大事業 

① 目的 

福井県内企業のインターンシップ等に参加した学生を対象に県内外で交流

会を実施するとともに、交流会で出会った学生等を中心とする県外の若者コミ

ュニティの形成・交流拡大を図る。 

 



② 主な対象者 

・福井県が実施する「ふくいインターンシップ」に参加する大学等の学生 

（全体数：約２５０名、うち県内大学１５０名、県外大学１００名） 

・主に２０２８年３月卒の学生を対象とし、それ以外の学生の参加も可とす 

る。また、「ふくいインターンシップ」に参加する企業であって、企業独自

に募集して個別にインターンシップに参加した学生についても対象とする。 

 

③ 事業の内容 

（ア）インターンシップ参加学生交流会の開催 

（ｱ） 開催回数および開催場所 

・交流会を３回以上開催すること（対面・オンラインは問わない）。 

・交流会は「ふくいインターンシップ」の参加企業が個別に夏のインターン

シップを実施する８月、９月を中心に開催すること 

・対面開催の場合、会場は会議室、飲食店、フリースペースなど学生が参加

しやすい立地とすること。また学生のニーズに合った会場を選定し、提案す

ること。 

・時間は学生が参加しやすい時間帯を設定すること。 

・会場使用料や設営、装飾等にかかる費用は、委託料に含むものとする。 

（ｲ） イベントの内容 

・学生がインターンシップに参加した感想等を気軽に言い合い、福井県内

の業種や職種について知見を深めることができる企画を提案すること。ま

た、交流会の中で異性同士がキャリアについて気軽に話し合える企画も取

り入れること。 

・企業の人事担当者等の参加は原則不可とするが、学生が気軽に話し合え

る雰囲気を崩さない範囲で見学等を行うことは可とする。 

・飲食を伴う企画も可能とするが、その場合、食糧費は委託料に含むものと 

する。 

・参加学生が複数の交流会や（２）に参加したくなるような工夫を提案する

こと。 

・参加学生が発言しやすい場となるような工夫を提案すること。 

・参加する学生に対し、福井県の支援制度やイベント等の周知を行う時間

を設けること。 

 

（イ）県外コミュニティの形成・交流拡大の実施 

（ｱ） 開催回数および開催場所 

・東京および大阪において、学生コミュニティが形成・交流拡大するような 



企画（交流会等）を提案し、各都市で１回ずつ開催すること。 

・交流会等は（ア）の実施後（１０月以降）に開催すること 

・会場は会議室、飲食店、フリースペースなど学生が参加しやすい立地とす 

ること。また学生のニーズに合った会場を選定し、提案すること。 

・会場使用料や設営、装飾等にかかる費用は、委託料に含むものとする。 

 

（ｲ） イベントの内容 

・学生が夏のインターンシップ後の就職状況について気軽に言い合い、就 

職活動に関する知見を深めることができる企画を提案すること。また、交 

流会等の中で異性同士がキャリアについて気軽に話し合える企画も取り 

入れること。 

・企業の人事担当者等が参加することも差し支えないが、イベント内で企 

業の個別の説明等は実施しないこと。 

・飲食を伴う企画も可能とするが、その場合、食糧費は委託料に含むものと  

し、学生の参加費は無料とすること。なお、企業の人事担当者等が参加す 

る場合は、企業に飲食の負担を求めることも可とする。 

・参加学生がイベント開催後も自発的に学生同士でコミュニティを形成し、 

交流したくなるような企画を提案すること。また、当該コミュニティ内で 

福井県の支援制度や県内企業の紹介ができる仕組みを検討すること。 

 

④ 運営 

・ 準備段階において県との連絡調整の窓口となり、業務を取り仕切る者とし

て業務責任者を１名以上配置すること。 

・ 開催にあたっては、当日の運営に支障がないよう、適正にスタッフを配置す

ること。なお、イベント進行スタッフ（ファシリテーター）を配置すること。 

・ 開催日時、開催場所、開催方法等の決定にあたっては、事前に県担当者と協

議を行い県担当者の同意を得ること。 

・ 参加企業の決定にあたっては、事前に県担当者と協議を行うこと。協議に先立

ち、受託者は、参加企業の候補者を挙げること。 

・ 参加企業、関係機関等との連絡調整はすべて受託者が行うこと。 

・ 会場の予約、設営・撤去および当日の運営はすべて受託者が行うこと。 

・ レジュメなど、開催に必要な資料はすべて受託者が準備すること。 

・ 参加者の属性（学校区分、学年、性別、学校所在地）を集計の上、県担当者

に報告すること。 

・ 参加者に対するアンケートを配布、回収、集計すること。なお、アンケート

の内容は県と協議のうえ受託者が作成すること。 

・ 事故、急病等の緊急事態が発生した場合には、受託者の責任のもと、救急車

の手配等適切な措置を講じること。 



・ イベントの様子を写真撮影し、電子データを県に提出すること。 

 

⑤ 広報 

集客目標数 

（ア）２０人／回以上 

（イ）１５人／回以上 

・ チラシを作成の上、効果的な配布方法を提案し、実施すること。 

・ なお、チラシの内容は事前に県担当者と協議の上、決定すること。 

・ 集客にあたっては、県内の大学等を訪問し、学生への参加を呼び掛けるこ

と。 

・ その他 SNS広告など集客目標数を達成するよう、最も有効な広報手段を提

案し、実施すること。 

・ 県が所有する福井県内の高等学校を卒業した学生等（約４，０００人／年）

の住所（実家）あてに郵便物を送付することも可能であるが、これに係る

費用（郵送料等）はすべて受託者が負担するものとする。 

 

３ 業務の委託期間 

契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

 

４ その他（実績報告等） 

（１）実績報告書の作成、提出 

・ すべての事業終了後に効果検証を行い、実績報告書を作成すること。 

・ 実績報告書には当日の業務内容がわかる写真を添付すること。 

・  

（２）その他目的を達成するために必要な業務 

・ 事業の進捗状況や今後の方向性等を確認していくため、定期的に県担当

者打合せを実施すること。 

・ 県担当者から業務に係る問合せや依頼があった場合には、速やかに対応

すること。 


